
美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 154   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 使用許可の取消し等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立児童館管理規則 第14条 

例 規 番 号 平成18年 規則第53号 

【根拠条文】 

(使用許可の取消し等) 
第14条 館長は、前項の指示に従わない者に又は次の各号のいずれかに該当するときは、その
使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。 

(1) 使用許可の申請書に誤りの記載があったとき。 
(2) 使用許可の条件に違反したとき。 
(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 156   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 使用料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町放課後児童健全育成事業条例 第9条第1項 

例 規 番 号 平成18年 条例第124号 

【根拠条文】 

(使用料及び徴収方法) 
第9条 放課後児童クラブを利用する児童の保護者からは、毎月2,000円の使用料(間食等に要す
る費用を除く。)を徴収する。 

2 使用料は、町長が発行する納入通知書により、当該月分を毎月末日までに町の指定する金融
機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。 

3 前項に規定する納期限までに使用料を納入しない者があるときは、町長は、期限を指定して
これを督促しなければならない。 

4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この
限りではない。 

(1) 保護者がその利用開始前に利用を辞退したとき。 
(2) 保護者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 159   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 利用許可の取消し等 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町放課後児童健全育成事業条例 第13条第1項 

例 規 番 号 平成18年 条例第124号 

【根拠条文】 

(利用許可の取消し) 
第13条 町長は、次のいずれかに該当するときは、保護者に対し、利用の許可を取り消し、又
は利用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) 児童が町外へ転出するとき。 
(2) 児童が病気その他の理由により長期欠席するとき。 
(3) 保護者が児童を保護又は指導できると認められるとき。 
(4) 使用料を指定の日までに納入しないとき。 
(5) 前条に規定する届出があったとき。 
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの適切な運営に支障があると町長が認めるとき。 
2 前項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止された者
が損害を受けることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 164   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 助成金の返還 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町子ども医療費の助成に関する条例 第13条 

例 規 番 号 平成18年 条例第127号 

【根拠条文】 

(助成金の返還) 
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があ
るときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 168   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 助成金の返還 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例 第13条 

例 規 番 号 平成18年 条例第129号 

【根拠条文】 

(助成金の返還) 
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があ
るときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 171   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 一時保育料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町一時保育事業に関する条例 第7条 

例 規 番 号 平成18年 条例第130号 

【根拠条文】 

(一時保育料等) 
第7条 事業を利用する保護者は、次に掲げる一時保育料を納付しなければならない。 
(1) 8時間以内 2,000円 
(2) 4時間以内 1,000円 
(3) 特別の理由により時間の延伸があった場合 1時間当たり 300円 
(4) 給食を提供した場合は、第1号及び第2号の一時保育料に300円を加算する。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 173   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 利用承認の取消し 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町一時保育事業に関する条例施行規則 第6条第1項 

例 規 番 号 平成22年 規則第9号 

【根拠条文】 

(利用承認の取消し) 
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取消すことができる。 
(1) 利用要件を満たさなくなったとき。 
(2) 虚偽の申請書その他不正な行為により、利用承認を受けたとき。 
(3) その他町長が利用する事由がないと認めたとき。 
2 町長は、前項の規定により、取消しを行った場合は、一時保育利用承認取消書(様式第7号)
により、保護者に通知するものとする。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 1052   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 延長保育料の納付 

例 規 名 

根 拠 条 項 

美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例 第6条、第7条 
美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例施行規則 第6条、第
7条、 

例 規 番 号 平成25年 条例第23号、平成25年 規則第6号 

【根拠条文】 

（延長保育料） 

第６条 延長保育料は、別表に定めるとおりとする。 

（延長保育料の納付） 

第７条 延長保育を利用した保護者は、前条の延長保育料を納期限までに指定された納入場所

に納付しなければならない。 

別表 延長保育料（第５条関係） 

区 分 延長保育料 

午前７時から午前８時まで 無 料 

午後６時から午後７時まで 
月 額 ２，０００円 

日 額 ２００円 

 

（延長保育料） 

第６条 同一世帯から２人以上の児童が延長保育を利用する場合については、２人目の延長保

育料の額は条例第６条に規定する延長保育料の額の２分の１に相当する額とし、３人目以降

の延長保育料は無料とする。 

（延長保育料の納期限） 

第７条 条例第６条の延長保育料の納期限は、月額の延長保育料についてはその月の月末とし、

日額の延長保育料については町長が別に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認めるときは、別に納期限を定める

ことができる。 

 

【基準】 

根拠条文に同じ。 

 

 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 1055   
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 利用登録承認の取消し 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例 第11条 

例 規 番 号 平成25年 条例第23号 

【根拠条文】 

（利用登録承認の取消し） 

第１１条 延長保育を利用した保護者が、第９条第２項の規定により指定された期限までに延

長保育料を完納しないときは、町長は第４条に規定する利用登録の承認を取り消すことがで

きる。 

 

【基準】 

美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例 

(督促） 

第9条 町長は、延長保育を利用した保護者が納期限までに延長保育料を完納しないときは、納

期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。 

2 前項の規定により指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とす

る。 

 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 


